
空き家利活用相談窓口のご案内 
府中市では、市内に空き家を所有・管理する皆様が抱える、空き家の利活用についての

様々なお悩みに対して専門的なアドバイスを行えるよう、関係機関と連携して相談窓口を設置し
ていますので、ぜひご利用ください。 

なお、相談のみの場合は、無料で受けられます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ご覧くだ【問合せ】府中市生活環境部環境政策課空き地・空き家対策担当 

府中市宮西町２丁目２４番地 本庁舎おもや 3 階 
電話番号:042-335-4195（直通） 
Eメール:kankyo01@city.fuchu.tokyo.jp 

対象者 府中市内に空き家を所有・管理する方（予定の方を含みます） 
内 容 ・専門家や事業者等と連携・協力した解決策の提案 

・空き家の利活用についての経済的な試算 
・解決策提案後の相談者に対するフォローアップ など 

 
■空き家の売買・賃貸についての相談窓口 

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 第十一ブロック 
三鷹市下連雀３－２７－１２ ３階 

●電話番号:０４２２－２６－５８９１ 
 

公益社団法人 全日本不動産協会東京都本部 多摩中央支部 
小金井市本町３－４－３ 本町ビル２０２ 

●電話番号:０４２－３１６－７８２２ 
 
■空き家の借上げ制度・適正管理等についての相談窓口 
①空き家の借上げ制度や管理サービスのほか、空き家の利活用・相続等に関する全般的な相談 

ＮＰＯ法人 空家・空地管理センター 
新宿区西新宿３－８－４ ＢＡＢＡビル９階 

●電話番号:０１２０－３３６－３６６ 
 
②空き家の利活用、売却、管理など全般的な相談 

株式会社  ジェクトワン 
渋谷区渋谷2-12-１ 渋谷アクシュ２１階 

●電話番号:０１２０－９７９－００８ 
 

③誰も住まない持ち家の利活用に関する相談 

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構 
千代田区紀尾井町３－１２ 紀尾井町ビル６階 

●電話番号:０３－５２１１－０７５７ 

④相続・売買・利活用・管理・ごみ処分・解体・耐震診断など空き家・古民家全般的な相談 

一般社団法人 全国空き家アドバイザー協議会 東京支部 
千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング9階 

●電話番号:０３－４５００－１５８４ 

 

 

空き家の借上げ 
制度とは、空き家を事 

業者が一定期間（又は終身） 
借り上げ、 利用を希望する方 

に転貸する仕組みです 
 

※詳しくは次ページ以降を 

ご覧ください 

令和８年３月現在 



 

～空き家の借上げ制度には、こんな事業があります～ 
■ＮＰＯ法人 空家・空地管理センターが連携して実施する「ＡＫＡＲＩ」  
ＮＰＯ法人 空家・空地管理センターが連携する事業会社が、空き家を 5～１０年間、固定資産

税と都市計画税の合計額で借上げ、事業会社の負担でリフォームし、空き家を賃貸住宅や店舗などとし

て活用するものです。初期投資の負担がかからず、また、空き家の管理は事業者と入居者が行うので管

理の手間からも解放され、家賃収入で固定資産税の支払いが可能となります。 

 

（出典）空家・空地管理センターホームページより 

 

■ 株式会社 ジェクトワンが実施する空き家活用サポート「アキサポ」 
株式会社ジェクトワンが実施する「アキサポ」は、空き家を同社が借り受けリフォーム後、一定期間転貸するサ

ービスです。活用にあたっては物件の周辺環境や立地条件など現地調査を行った上で、リノベーション・活

用プランをご提案致します。同社が全額費用負担でリノベーション工事を行い、賃借人・利用者の募集

も行います。 

 

※いずれの制度もご利用の条件があります。制度の詳細は、各団体にお問い合わせください（府中市のチラシを見た旨をお伝えください）。 
※市は、それぞれの窓口の紹介を行うものであり、賃貸・売買・各種管理サービス等の契約の主体ではありません。これらの契約をされる際

は、内容をよくご確認の上、ご自身でご判断ください。 

 



 
■一般社団法人 移住・住みかえ支援機構が実施する「マイホーム借上げ制度」  
一般社団法人移住・住みかえ支援機構（JTI）が提供する「マイホーム借上げ制度」は、空き家を子

育て世帯などに転貸し、住宅が賃貸可能な限り終身で借り上げができる仕組みです。入居者トラブル発

生時はJTIが対応し、空室時の家賃保証があるため定期的な収入になります。2026年2月より『利用

者サポートオプション』を開始し、賃貸にかかる初期費用や維持管理の負担を減らす制度がスタートして

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）移住・住みかえ支援機構ホームページより 

 
 


